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地域適応コンソーシアム事業

○ 環境省・農林水産省・国土交通省の連携事業。
○ H29～H31年度の３カ年で実施。（予定）
○ 国、都道府県、地域の研究機関等による地域適応コンソーシアムを構築。

（調査・検討の主な内容）
・ 地域ニーズのある分野について、モデルによる気候変動の影響予測計算を実施
・ 地域協議会メンバー間による適応に関する取組の共有と連携の推進
・ 科学的知見に基づく適応策の検討

北海道・東北

関東

中部

近畿

中国四国

九州・沖縄

全国運営委員会

■ 環境省、農林水産省、国土交通省、
関係研究機関等により構成

■ 気候変動適応情報プラットフォーム
事務局（国立環境研究所）が委員会の
事務局としてサポート

○ 地域における具体的な適応策の立案・実施の推進。
○ 科学的知見を2020年を目途とする第２次気候変動影響評価に活用。

地域協議会（６地域）

調整・連携
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降水量等の変化による丹波黒大豆への影響調査 農業

海水温の上昇等によるイカナゴの資源量への影
響調査

水産業

海面上昇等による塩水遡上の河川への影響調査
水環境・水資

源

気候変動による高層湿原の植生への影響調査 自然生態系

熱ストレス増大による都市生活への影響調査
国民生活・
都市生活

各地域における気候変動影響の調査項目

気温上昇や気象災害によるリンゴへの影響調査 農業

海水温の上昇等によるホタテガイ及びワカメ等の
内湾養殖業への影響調査

水産業

海水温の上昇等によるシロザケ等の漁獲量への
影響調査

水産業

気候の変化や極端な気象現象による観光業への
影響調査

産業・
経済活動

夏期の高温・少雨による茶栽培への影響調査 農業

降水量の増加と社会経済状況の変化を考慮した
都市圏の内水氾濫リスク評価

自然災害

気候変動による印旛沼とその流域への影響と流域
管理方法の検討

自然災害、
水環境

気候変動による節足動物媒介感染症リスクの評価 健康

熱中症リスクの評価手法の整理・構築
国民生活・
都市生活

気候変動による水産業及び生物生息基盤（藻場、
アマモ場）への影響調査

水産業

降雪量と融雪時期の変化が水資源管理及び地下
水資源の利用に与える影響調査

水環境・
水資源

気候変動による三方五湖の淡水生態系等に与え
る影響調査

自然生態系

北海道・東北地域

関東地域

中部地域

近畿地域

中国・四国地域
暖冬によるナシ栽培への影響調査 農業

気温上昇が家畜の繁殖率や成長に与える影響調
査

農業

海水温上昇等による瀬戸内海の水産生物や養殖
への影響調査

水産業

気候変動による宍道湖･中海の水質等への影響
調査

水環境・水資源

生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)適応策
の検討

自然生態系、
自然災害、
農業

気候変動による高山植生及び希少植物への影響
調査

自然生態系

九州・沖縄地域
気候変動による有明海・八代海における漁業及び
沿岸生態系への影響調査

水産業

気候変動による水害リスクの評価
自然災害・
沿岸域

熱中症発生要因の分析と熱中症予防行動の検討
国民生活・
都市生活 １４



○冷凍空調機器からのフロン類の回収・適正処理

フロン排出抑制法、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年法律第87号）、
特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第97号）の確実な施行を通じ、冷凍空調
機器からのフロン類の回収・適正処理を推進する。

特に、冷凍空調機器からのＨＦＣｓの排出量の約７割を占める業務用冷凍空調機器
（カーエアコンを除く。）については、フロン排出抑制法に基づき、都道府県とも連携しつ
つ、回収率の向上を引き続き推進する。
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○フロン回収・破壊法を2013年6月に改正（改正後の略称は「フロン排出抑制法」）。平
成27年4月から施行。

○フロンのライフサイクルに携わる全ての主体に、法令の遵守を求めている。

低ＧＷＰ・
自然冷媒等

フロン類

フロンメーカー 製品メーカー

一
部
再
生
利
用

（回
収
率
向
上
）

再
生
品

スーパー

管理者

充塡回収業者（回収）破壊・
再生業者

点検・記録

適切な充填・
回収の委託

低
Ｇ
Ｗ
Ｐ再

生
品

低ＧWＰ
エアコン

ＣＯ２
ｼｮｰｹｰｽ

ノンフロン
断熱材 ノンフロン

ﾀﾞｽﾄﾌﾞﾛﾜｰ

漏えい量報告

充塡回収業者（充塡）

※ＧＷＰ＝地球温暖化係数

フロン排出抑制法の全体像

国が、フロン類
の総量につい
ての「将来見通
し」を法令で定
め、事業者には、
本見通しに沿っ
た生産等の計
画を作成し、報
告する義務を課
す。

「回収」「破壊」行
為の適正化、「再
生業」の許可制度
を新設し、各行為
の基準を定め、遵
守義務を課す。

第一種特定製品の
管理者に対して、
機器使用時の管理
義務や、フロンを漏
えいした際の国へ
の報告義務等を課
す。

「指定製品」の製造業者等に対し
て、トップランナー方式で、環境負
荷の程度の低いフロンを使用した
製品への転換の義務を課す。

「充塡業」の登録制度を新
設し、充塡基準を定め、遵
守義務を課す。 １７



「第一種特定製品」とは

業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）

業務用空調機器 冷凍冷蔵ショーケース
等

定置型冷凍
冷蔵ユニット

ターボ式冷凍機

○「第一種特定製品」とは、業務用の空調機器（エアコンディショナー）及び冷凍冷蔵機器であって、冷
媒としてフロン類が使われているものをいう（カーエアコンを除く。）

○「業務用」とは、製造メーカーが業務用として製造・輸入している機器。

カーエアコン
（荷台を除く）

家庭用冷蔵庫

家庭用ルームエアコン

第二種特定製品 家庭用製品

※以下の製品は第一種特定製品には含まれない。

自然冷媒（ＣＯ２、アンモニア、空気、
水等）の冷凍・冷蔵機器

冷媒がフロン類でない製品

家庭用エアコン、冷蔵庫の廃棄時にも、配慮が求められる １８



○第一種特定製品の管理者は、以下の措置に取り組む必要がある。

２．フロン類算定漏えい量の報告

漏えい量の算定 報 告

・第一種フロン類充塡回収業者への委託等
・整備発注時の管理者名の確実な伝達 等

１．「管理者の判断基準」の遵守
名称
住所 電話 00-00-00
機器 冷媒 R410A
日付 項目 充塡 回収 担当
2015/4/1 簡易点検
2015/5/1 定期点検 10 8 ○○

環境株式会社
**県**市***町00-00
別置型ショーケース

記録の作成・保存 等定期点検簡易点検

充塡・回収情報の集計

第一種特定製品の廃棄時等に取り組む内容

・フロン類の適切な引き渡し
・回収依頼書／委託確認書の交付・保存、
引取証明書の保存（行程管理制度） 等

使
用
時
・
整
備
発
注
時

廃
棄
時
等

３．整備時におけるフロン類の充塡及び回収の委託

「管理者」の役割について
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モントリオール議定書HFC改正について

オゾン層保護かつ
地球温暖化防止

オゾン層保護の観点から
モントリオール議定書に基づき

生産規制

ノンフロンオゾン層破壊物質 代替フロン

CFC, HCFC
オゾン層破壊効果 有り
温室効果 有り

転換 転換

HFC
オゾン層破壊効果 無し

温室効果 有り

アンモニア、CO2等
オゾン層破壊効果 無し
温室効果 僅少

地球温暖化防止の観点から
昨年、モントリオール議定書の

対象に追加
（2036年までに85%削減）

昨年10月、オゾン層破壊物質の代替物質で温室効果が非常に高いHFCをモントリオール議
定書（生産規制等）の規制対象物質に追加する改正が採択された。先進国は2036年まで
にHFC生産量等を85％削減。

改正議定書の国内担保法の制定を含め、HFCの総合的な対策強化を中央環境審議会・産業
構造審議会合同会議で提言準備中。
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